
   

４ 医療関係 

 ア 医療システム 
規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  

実 施 時 期 
事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

①競争政策の観
点からの医療
費体系の見直
し 
（厚生労働省） 
 
 

競争政策上のインセンティブという観点から患者に対
してより良い医療を提供した者がより評価されるという
医療費体系の在り方について検討し、所要の措置を講ず
る。 
【平成14年厚生労働省告示第71号、第72号】 
 
 
 

逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
 平成 14 年度診療報酬改定において、急性期入
院医療に係る評価や手術に係る施設基準の見直し
などを行った。 
【平成14年厚生労働省告示第71号、第72号】 
 診療報酬の体系の在り方について、「健康保険法
等の一部を改正する法律附則第２条第２項の規定
に基づく基本方針」を平成14年3月28日に閣議
決定した。 
 
 

 
 
 

②医療費体系の
在り方 
（厚生労働省） 
 
 
 

医療機関の形態に応じた投資的経費の評価に関する検
討を急ぐとともに維持管理経費等の評価についても検討
を進め、それらを含めた医療費体系の整備を図る。 
【平成14年厚生労働省告示第71号、第72号】 
 
 
 

逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
 平成 14 年度診療報酬改定において、急性期・
慢性期に応じた入院医療の評価の見直しなどを行
った。 
【平成14年厚生労働省告示第71号、第72号】 
 診療報酬の体系の在り方について、「健康保険法
等の一部を改正する法律附則第２条第２項の規定
に基づく基本方針」を平成14年3月28日に閣議
決定した。 
 
 
 
 
 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

③公的保険診療と
保険外診療の併
用による医療サ
ービスの提供な
ど公的医療保険
の対象範囲の見
直し 
（厚生労働省） 
 
 
 

患者本位の医療サービスのため、「特定療養費制度」の
対象範囲の拡大を行う。その際、医療技術の進歩や患者
ニーズの多様化等に応じて、患者に対する十分な情報提
供を前提とした上で、患者の選択により公的保険診療と
保険外診療を併用することができるようにする。 
【平成14年厚生労働省告示第79号、第80号】 

逐次実施 － （厚生労働省） 
 平成 14 年度診療報酬改定において、患者ニー
ズの多様化等に対応する観点から、予約診療の要
件緩和を行うとともに、大病院の再診、医療用具
の治験、薬事法承認後で保険収載前の医薬品の投
与について、特定療養費制度の見直しを行い、平
成14年４月１日より実施しているところ。 
【平成14年厚生労働省告示第79号、第80号】 

 
 

ａ 薬価については先発品と後発品の算定価格、画期的
新薬の算定価格などに関して、開発のインセンティブ
が働くような適正な算定を行うなど、算定ルールの抜
本的な改革を行う。 

［前段］ 
公布･通
知発出 

［前段］ 
措置(４
月施行
予定) 

    

また、既存薬の効能について、一定の基準に基づいた
再評価を実施し、効能が認められなくなったものの承認
を取消すなどの措置を講ずる。 
【平成14年厚生労働省告示第87号】 
【平成14年厚生労働省保険局長通知保発第0213008号】 
 

［後段］ 
逐次実施 

－ 既存薬の効能について、一定の基準に基づいた
再評価を実施し、効能が認められなくなったもの
の承認を取り消すなどの措置について逐次実施す
ることとする。 
なお、平成15年３月31日には、薬事・食品衛生
審議会の答申を踏まえ、抗菌薬116成分について再
評価指定を実施した。 

 

④価格決定方法
の見直し 
（厚生労働省） 
  
 
 
 
 
 
 
 

ｂ 現在、薬価205円以下（内服１日分、頓服１回分など）
の薬剤に関しては、薬剤名などの内訳を省略して薬剤
費請求ができる「205円ルール」が存在するが、これを
廃止し、内訳を明示した請求とし、医療の透明性を図
る。 
【平成14年厚生労働省保険局医療課長通知】 
 

通知発
出 

措置(４
月施行
予定) 

  （厚生労働省）  
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ｃ 革新的な医療機器については、平成12年10月から新
規の医療機器に適用されている新たなルールにおける
実例を踏まえつつ、新機能区分の価格算定ルール等に
ついて検討する。 
【平成14年厚生労働省保険局長通知保発第0213009号】 
【平成14年厚生労働省告示第98号】   

通知発
出・公布 

措置(４
月施行
予定) 

  （厚生労働省） 
 平成 14 年度の医療材料価格制度の改定におい
て、新規の機能区分に係る価格算定ルールを設定
し、画期的な医療機器に係る加算率等を創設した。 
【平成14年厚生労働省告示第98号】 
【平成 14 年厚生労働省保険局長通知保発第
0213009号】 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｄ 医療材料については、薬価算定の場合と同様に外国
価格参照制度を導入するなど、価格の適正化や流通全
体を通じた抜本的な改革による競争政策の徹底など、
内外価格差を是正するための所要の措置を講ずる。 
【平成14年厚生労働省保険局長通知保発第0213009号】 
【平成14年厚生労働省告示第98号】 

通知発
出･公布 

措置(４
月施行
予定) 

    

 
  
 
 

ｅ 医療が広く国民にかかわる事柄であることから、価
格決定や保険導入の過程の透明化・中立化・公正化を
図る観点から、中央社会保険医療協議会等の在り方を
見直す。 
 

検討 検討・措
置 

  
○ 

（厚生労働省） 
 平成 14 年４月の中央社会保険医療協議会の委
員について、全日本病院協会会長を任命した。 

 

⑤保険者による被
保険者への医療
機関情報の提供 
（厚生労働省） 
 

保険者が被保険者に対して保険医療機関に関する情報
を積極的に提供し、被保険者が医療機関を選択しやすく
なるような方策について、引き続き検討を進め、早急に
結論を得る。 
 
 

措置済    （厚生労働省） 
各社会保険事務局において、保険医療機関等に
係る資料の閲覧や保険者に対するこれらの情報の
提供を推進中。 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

⑥保険者による
レセプトの審
査・支払 
（厚生労働省） 

レセプトの審査・支払は本来保険者の役割であり、保
険者の自由な意思に基づき、①保険者自らが行う、②従
来の審査・支払機関へ委託する、③第三者（民間）へ委
託するなど、多様な選択を認める。このために、健康保
険組合などに対して社会保険診療報酬支払基金に審査・
支払を委託することを事実上強制している通達（昭和23
年厚生省保険局長通達）や医療機関に対して費用請求を
審査支払機関へ提出することを義務付けている省令（昭
和51年厚生省令）の規定を廃止する場合には、公的保険
にふさわしい公正な審査体制と、患者情報保護のための
守秘義務を担保した上で、保険者自らがレセプトの審
査・支払を行うことを可能とする。なお、その際、審査・
支払にかかる紛争処理のルールを明確にする。 
 

措置    
◎ 

（厚生労働省） 
 保険者自らが審査・支払いに関する事務を行う
こと及び当該事務を民間事業者に委託して行うこ
とも可能である旨の関係通知を発出。 
【平成 14 年厚生労働省保険局長通知保発第

1225001号】 
 

 

⑦保険者と医療
機関の協力関
係の構築 
（厚生労働省） 
 
 
 
 
 

保険者と医療機関は協力して被保険者の健康を守り、
傷病からの回復の手助けをするという共通の目的を有し
ており、効率よく医療制度を運用して被保険者の利益を
確保するために、協力していく関係にある。そのために
は、保健事業の推進等を通じてより密接な関係を構築す
るとともに、フリーアクセスの確保に十分配慮した上で、
保険者と医療機関がサービスや診療報酬に関する個別契
約も締結できるようにする。 

結論 措置   
× 

（厚生労働省） 
 フリーアクセスの確保について十分配慮するこ
ととされており、検討中。 
 

 
 

⑧保険者による
被保険者・医療
機関に対する
情報収集 
（厚生労働省） 

保険者が信頼関係に基づき、被保険者の協力を得て被
保険者のためにする質問・調査等は現在でも可能であり、
これを周知徹底する。 
【平成14年厚生労働省保険局保険課長通知】 
 
 
 

措置済      



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ａ 救急医療は、24時間診療を維持するための多大な費
用を要するため、救急医療体制の充実を図る観点から、
診療報酬体系を見直す。 
【平成14年厚生労働省告示第71号、第72号】 

公布 措置（４
月施行
予定） 

  （厚生労働省） 
 平成 14 年度診療報酬改定において、救命救急
センターに係る救命救急入院料について診療体制
や診療内容に応じて評価の見直しを行うなど、救
急医療の充実を図った。 
【平成14年厚生労働省告示第71号、第72号】 

 

ｂ 24時間体制で上質な救急医療を提供できる体制を早
急に整備する。 

逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
 救急医療体制については、初期、二次、三次救
急医療施設及び救急医療情報センターからなる救
急医療体制の計画的かつ体系的な整備を図ってい
る。 
 また、平成11年度から救命救急センター全体の
レベルアップを図ることを目的として救命救急セ
ンターの診療体制等の評価を実施し、評価結果を
救命救急センターの運営費補助に反映させてお
り、平成14年度においては、平成13年度の実績
に基づく評価結果を平成 15 年１月に公表したと
ころ。 

 

⑨救急医療の再
構築 
（厚生労働省） 
  
 
 
 
 
 
 
（厚生労働省、総
務省、国土交通
省､ 警察庁） 
  
 
 
 
 
 ｃ 期待される役割を果たしていない救急医療機関につ

いては、他の医療機関と役割を交代させる等、救急医
療体制が実際に機能するよう、適正な制度の運用管理
を行う。 

逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
 救急病院・救急診療所については、３年毎の更
新制とし、各都道府県において、医療計画等に基
づき認定されている。 
 また、平成11年度から救命救急センター全体の
レベルアップを図ることを目的として救命救急セ
ンターの診療体制等の評価を実施し、評価結果を
救命救急センターの運営費補助に反映させてお
り、平成14年度においては、平成13年度の実績
に基づく評価結果を平成 15 年１月に公表したと
ころ。 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ｄ ドクターヘリを全国的に導入し、救命救急を要する
患者が迅速に高度な救急医療を受けられる体制を早急
に確立する。 

逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
 ドクターヘリについては、平成 13 年度に事業
を本格的に開始し、５ケ所に導入した。平成 14
年度においては、２ケ所で導入した。 
 
 
 

 

ｅ 救急搬送に関する各組織が効果的に連携して業務を
行えるよう、諸外国の状況も参考に、その連携の在り
方について検討し、所要の措置を講ずる。 
【平成13年厚生労働省医政局長一部改正通知医政発第
892号】 
 

検討・逐次実施  
○ 

（厚生労働省、警察庁、総務省、国土交通省） 
 ヘリコプターを高速道路における救急搬送に利
用する場合の条件整備等について検討するため、
関係省庁による「高速道路におけるヘリコプター
の活用に関する検討会」を開催し、関係省庁間の
連携を図った。（平成14年12月） 
 
 
 

 
 

 

ｆ ドクターヘリによる迅速な患者搬送を担保するた
め、共通無線等の連絡手段について早急に検討し確立
する。 
【平成14年総務省訓令総基移第13号】 
 

措置済
（1月施
行） 

    
 
 
 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ａ 母子保健分野の国民運動である「健やか親子２１」
において示されている「小児保健医療水準を維持・向
上させるための環境整備」の施策を含め、小児救急・
小児医療の充実や小児科医の確保策を積極的に推進す
る。 
 

検討・逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
平成 14 年度診療報酬改定において入院医療提
供体制を適切に評価する観点から小児入院医療管
理料の再編を行うなど小児医療に関する評価を充
実させた（平成14年4月1日施行）。 
小児救急医療については、平成13年度から休日
及び夜間における小児科医を確保する小児救急医
療支援事業を充実させるとともに、平成14年度か
らは広域での小児救急患者を受け入れる小児救急
医療拠点病院を新たに整備するなど、その充実の
ための措置を講じている。 
小児医療の充実や小児科医の確保策の推進のた
め、平成14年度の厚生労働科学研究において、「小
児科・産婦人科若手医師の育成に関する研究」を
実施している。 

 

ｂ 小児救急の逼迫の一因として指摘される小児の健康
管理に関する親の知識不足を解消し適切な小児医療の
受診を促すため、「健やか親子２１」の施策と併せて、
小児の健康管理に関する父母への啓発・情報提供等を
実施する。 
 

検討・逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
母子保健強化推進特別事業において、市町村が
独自に実施する小児の事故防止対策（講習会等）
を支援している。 
また、厚生労働科学研究において、小児の事故防
止に関する効果的な方策や救急医療に従事する若
手小児科医のための相談電話対応手法の開発につ
いて検討している。 

 

⑩小児医療（小児
救急）の充実 
（厚生労働省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｃ 夜間・休日における救急医療体制、小児科医による
対応が可能な救急病院について、インターネットによ
る情報提供等、地域住民への広報活動を推進する。 
【平成13年厚生労働省医政局長一部改正通知医政発第
491－1号】 
 

逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
救急医療情報センターについて、未整備の都道
府県における整備促進を図るため、予算措置を講
じているところである。（平成14年度予算額1,280
百万円、平成15年度予算額1,321百万円） 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

⑪医療事故防止
システムの確
立 
(厚生労働省、文
部科学省) 
 
 
 
 
 
 
 

医療事故防止対策について、行政改革推進本部規制改
革委員会の「規制改革についての見解」を踏まえ、医療
機関内の安全管理に関するインフラ整備、医療の安全確
保に関する社会的なインフラ整備、医療専門職の養成過
程の見直し等を含め、有効な対策の在り方について診療
報酬上の対応の必要性を含め検討し、医療事故防止シス
テムの確立に向けて総合的な施策を講ずる。 
【平成13年厚生労働省令第176号、平成13年厚生労働省告
示第264号、平成13年文部科学省高等教育局医学教育課長
通知13高医教第１号】 
 
 
 

検討・逐次実施  
○ 

（厚生労働省） 
 医療事故防止システムの確立に向けて、これま
でに、下記の総合的対策を講じている。 
 平成 13年 5月に医療安全対策検討会議を設置
し、今後の医療安全対策の基本的方向性等につい
て取りまとめた「医療安全推進総合対策」（平成
14年4月）を策定。 
 平成14年8月に医療法施行規則を一部改正（平
成 14年厚生労働省令第 111号）し、管理者の責
務として以下の安全管理体制の確保を義務付け。 
（1）全ての病院、有床診療所（平成 14年 10月
施行） 

①安全管理指針、②安全管理委員会、③安全管理
研修、④事故報告等の安全確保を目的とした改善
方策、の整備 
（2）特定機能病院（平成15年4月施行） 
上記に加え、①安全管理部門、②安全管理者、③
患者相談窓口、の整備 
 平成 13 年度より病院の安全管理者等を対象と
した研修会を実施（平成14年度は、全国の1,200
病院の管理者及び実務担当者を対象）するととも
に、「医療安全推進週間」（11月最終週）中にシン
ポジウム等を開催し、医療機関等における先駆的
な安全事例の紹介等を実施。 
平成13年10月にインシデント情報の自主的報
告制度を創設し、収集された個別情報の秘密保護
を行った上で、分析結果・改善方策を定期的に広
く公表。 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

     また、平成 14年 7月より、同制度により収集
した事例の分析体制の強化、制度改善に向けた検
討等を行うため、「ヒヤリ・ハット事例検討作業部
会」を開催。 
 平成 14年 7月より、医療安全対策の観点から
事故事例情報の取扱いに関する検討を行うため、
「医療に係る事故事例情報の取扱いに関する検討
部会」を開催。 
 平成14年度より、（財）医療機能評価機構が実
施する病院機能評価の評価項目に安全に関する事
項を拡充。 
 平成 14 年４月に「医療安全対策検討会議」が
提言した「医療安全推進総合対策」の実現に向け、
平成14年８月29日付けで「医療安全推進総合対
策への取り組みの推進について」を発出し、患者
の安全を最優先に考えた医療安全を確保するため
の積極的な取り組みを推進するよう関係団体に周
知した。 
 また、「医療安全対策検討会議」の下、「医薬品・
医療用具等対策部会」において、収集したヒヤリ
ハット事例の公表、医薬品の取り違え等の防止対
策、医療事故の発生を防止するための輸液ポン
プ・シリンジポンプ及び閉鎖循環式麻酔器の改良
方策等について検討し、輸液ポンプ等における流
量設定の入力間違いの防止等及び閉鎖循環式麻酔
器の閉塞防止等の医療事故防止対策を定めた。 
 
 
 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

    （文部科学省） 
国立大学医学部附属病院長会議常置委員会にお
いて、平成 13年 6月に取りまとめられた安全管
理体制の確立に関する提言と平成 14年 3月に取
りまとめられたマネジメント改革に関する提言を
踏まえ、平成 14年 5月の全国医学部長病院長会
議、同年6月の国立大学長会議等の機会を捉えて、
繰り返し病院における安全確保の重要性について
指導してきた。また、国立大学医学部附属病院長
会議では、平成14年10月に医療安全管理体制の
充実及び連携協力並びに患者の安全確保をはじめ
とする医療の質の向上を目的として、医療安全対
策の責任者を対象とした「医療安全管理協議会」
を立ち上げた。 

 

⑫医療分野ＩＴ
化のグランド
デザインとそ
の推進 
(厚生労働省) 
 

医療の質の向上と効率化の観点から、医療分野のＩＴ
化に関して戦略的なグランドデザインを描く。また、こ
れを推進する支援・助成について、医療費体系の整備の
在り方を含め検討し、電子カルテ等、各種ＩＴ化を統合
的に推進する。 
 

［前段］ 
措置済 
［後段］ 
検討 

 
 
［後段］ 
検討（早
期結論） 

  
 
[後

段] 

○ 

（厚生労働省） 
 医療分野におけるＩＴ化に関する戦略的なグラ
ンドデザインとして、平成13年12月26日に「保
健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイ
ン」をとりまとめたところ。 
 この中で、平成 18年度までに 400床以上の病
院の 6 割以上に電子カルテを普及させることな
ど、ＩＴ化の具体的な数値目標を設定するととも
に、目標達成に向けたアクションプランを示した
ところであり、その実現に向けて最大限努力しる
ところ。 
 電子カルテ等、各種ＩＴ化を統合的に推進する
ため、病院への導入に係る補助を行うこととし、
医療施設近代化施設整備事業においては、平成14
年度より電子カルテシステムを整備する場合には
補助の加算要件とし、平成 14 年度補正予算にお
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実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年
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講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

いては、電子カルテシステム等の導入推進事業と
して119億円を計上し、税制においても、新たに
平成 15 年度からＩＴ投資促進税制が創設された
ところである。 
 レセプト電算処理システムの推進では、特定機
能病院等に対するレセプト電算導入費用の補助
（平成13年度2次補正）、医療施設近代化施設整
備事業の加算要件の追加（平成14年度）、及び公
立病院等に対するレセプト電算導入費用の補助
（平成 14 年度補正）等、電子カルテ整備と一体
となった財政支援を措置。 
 医療のＩＴ化を積極的に推進するため、平成15
年度より社会福祉・医療事業団による電子カルテ
等医療情報システムの導入に対する融資の充実を
図ることとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

⑬レセプトのオ
ンライン請求
を中心とする
電子的請求の
原則化 
（厚生労働省） 
  

ａ ＩＴ化のメリットを最大限享受し医療事務の効率化
を図るため、レセプトの電子処理方法を確立し、磁気
テープなどによる請求に加え、オンラインによる請求
をできるようにする。このため、明確な目標期限、実
現のための推進方策、安全対策などを明らかにした計
画を平成13年度中に策定し、速やかに電子的請求の原
則化を図る。さらに、オンライン化による請求を中心
のものとするため、一定期間を定め、オンライン請求
を促進するための措置などを導入し、オンライン請求
を中心とする電子的請求の原則化を図る。 また、オン
ライン請求を確実かつ安全なものにするためには、プ
ライバシーの保護、セキュリティーの確保などが重要
であるが、今日のＩＴ化の進展及び他分野での運用の
状況を勘案し、短期間でそれら安全面の対策を講ずる。 
 

一部措
置済（13
年度中
計画策
定） 

措置（速
やかに
原則化
等） 

  
× 

（厚生労働省） 
 「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデ
ザイン」（平成13年12月26日 保健医療情報シ
ステム検討会）において、レセプト電算処理シス
テムの普及目標を設定。 
平成16年度：病院レセプトの５割以上 

  平成18年度：病院レセプトの７割以上 
  
国立病院、特定機能病院等に対するレセプト電
算導入費用の補助（平成13年度2次補正）、医療
施設近代化施設整備事業の補助要件の追加（平成
14 年度）、及び公立病院等に対するレセプト電算
導入費用の補助等（平成14年度補正）、電子カル
テ整備と一体となった財政支援を措置。 
 
 普及状況（平成15年３月現在） 
・医科：47都道府県、899医療機関（病院110・
診療所789）が実施。 
＜普及率：病院レセプト 2.1%＞ 
・システム完成後の確認試験中（病院 184・診療
所170）を含めると 
＜普及率：病院レセプト 7.9%＞ 
・調剤：47都道府県、2,147薬局が実施。 
＜普及率：調剤レセプト 9.5%＞ 
・システム完成後の確認試験中（787薬局）を含
めると 
＜普及率：調剤レセプト 13.0%＞ 
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実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

 ｂ 実態を重視し、安全性が十分確保されているとする
ものについては即時にオンライン請求を可能とする措
置を講ずる。 
 
 
 

 速やか
に措置 

  
× 

（厚生労働省） 
レセプトのオンライン請求の実用化に向けて、
平成14年度中にセキュリティの確保、経済効果
等の検証等のための試験事業を実施。 
 安全かつ確実で効率的なシステムの構築を目指
したオンライン請求システムの開発と実地によ
る検証が終了後、評価を実施。 
  評価結果を踏まえ、オンライン請求を可能と
する条件整備として、セキュリティに関する標
準（ガイドライン）を７月までに定める予定。 

 

⑭電子レセプト
の規格の充
実・強化及び使
用の普及促進 
（厚生労働省） 

ａ レセプトの電子請求を促進し、医療事務の効率化や
レセプト情報の有効活用により医療の質的向上を図る
ことが重要である。また、病名・手術名・処置名等や
そのコードについてのレセプト、カルテの統一化や、
それに適したレセプトフォームの規格化を実施し、そ
の普及を促進する。 

 措置   
○ 

（厚生労働省） 
 傷病名マスターについては、傷病名マスター検
討会（平成14年3月28日）において、電子カル
テとレセプト電算処理との傷病名の統一化案をと
りまとめ、平成14年6月から適用済（平成14年
5月 31日付、保医発第0531001号、医療課長通
知）。 
 傷病名に引き続き、検査名、手術・処置名等に
ついても診療報酬情報マスター検討会（平成 14
年12月24日、傷病名マスター検討会を改組）に
おいて、電子カルテとレセプト電算処理との整合
性を図ることとして検討に着手。 
 （措置予定時期） 
  検査名   ：平成15年7月 
  手術・処置名：平成15年度中 
  医療材料  ：平成15年度検討開始 
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実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

 ｂ 診療報酬点数算定ルールは複雑かつあいまいなもの
になっているので、その明確化、簡素化を図り、コン
ピューターで利用可能な算定ルールの確立と周知徹底
を行う。 

逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
 診療報酬点数の在り方については、中央社会保
険医療協議会における議論を踏まえ、検討。診療
報酬の体系の在り方について、「健康保険法等の一
部を改正する法律附則第２条第２項の規定に基づ
く基本方針」を平成14年3月28日に閣議決定した。 
 
 
 

 

⑮レセプトの記
載事項の見直
し（主傷病名の
記載など） 
（厚生労働省） 

レセプト記載内容の明確化を行う。例えば、入院治療
に関しては、一定の基準に基づき主傷病、併存症、後発
症を区別し、主傷病に応じて医療費を明確にするなど、
レセプトの記載事項を見直し、それに基づき具体的に実
施する。 

 措置   
◎ 

（厚生労働省） 
 レセプトの記載要領（通知）において、主傷病
を記載することを明記。 
【平成 14 年厚生労働省保険局長通知保発
0501001号】 
 
 
 
 
 

 
 

⑯カルテの電子
化及び用語・コ
ード・様式の標
準化 
（厚生労働省） 

ａ 電子カルテの導入・普及を積極的に促進する。その
際、用語・コード・様式の標準化を進め、医師、医療
機関が同一のものを使用することが不可欠であり、現
在標準化がなされている病名、医薬品名等の普及を促
進するとともに、その他の用語の標準化を完成させる。 

 
 
 
 
 
 

 措置  
－ 

（厚生労働省） 
 平成15年度の標準化を目指し、平成13年度に、
病名、手術・処置名、臨床検査、医薬品、医療材
料の医療用語・コードの提供を開始。現在、症状・
診察所見、生理機能検査名・所見、画像検査名・
所見、看護用語・行為、歯科領域の開発を進めて
いる。 
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事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

 ｂ カルテにおける用語・コードなどはレセプトにおけ
るそれと統一したものとし、将来的にはカルテから機
械的にレセプトが作成される仕組みとする。 

検討･逐次実施 
 
 
 

 
○ 

（厚生労働省） 
 傷病名マスターについては、傷病名マスター検
討会（平成14年3月28日）において、電子カル
テとレセプト電算処理との傷病名の統一化案をと
りまとめ、平成14年6月から適用済（平成14年
5月 31日付、保医発第0531001号、医療課長通
知）。 
 傷病名に引き続き、検査名、手術・処置名等に
ついても診療報酬情報マスター検討会平成 14 年
12月24日、傷病名マスター検討会を改組）にお
いて、電子カルテとレセプト電算処理との整合性
を図ることとして検討に着手。 
 （措置予定時期） 
  検査名    ：平成15年7月 
  手術・処置名 ：平成15年度中 
  医療材料   ：平成15年度検討開始 
 
 
 

 
 

⑰複数の医療機
関による患者
情報の共有 
（厚生労働省） 

安全で質の高い患者本位の医療サービスを実現するた
めに、個人情報の保護など一定の条件を備えた上で、患
者情報を複数の医療機関で共有し有効活用ができるよう
措置する。 
【平成14年厚生労働省医政局長、保険局長通知・医政発
第0329003号、保発第0329001号】 

逐次実施 
 
 
 
 

 
－ 

（厚生労働省） 
 平成 14 年度予算において、電子カルテを用い
た地域ネットワークを活用し、各医療機関の専門
性を活かした新たな医療機関連携による効果を検
証するモデル事業を行うため、5.3億円を計上し、
千葉県、宮崎県を事業実施地域として現在、事業
の実施準備を着実に進めている。 
 
 
 
 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ａ 高度な医療サービスを効果的、効率的に提供できる
よう、病診連携や病病連携と併せて、遠隔診断等の遠
隔医療を推進する。 
また、各種データ交換の際のフォーマット、電子的
情報交換手順、情報セキュリティ技術等の標準につい
て早急に確立し、積極的な普及策を講ずる。 

検討･結
論･推進 
 
 
 
 

推進 推進  
○ 

（厚生労働省） 
 平成 13 年度より「地域医療の充実のための遠
隔医療補助事業」として５億円を計上し、平成14
年度までに30都道府県への整備を行った。 
 各種データ交換の際のフォーマット等について
は、医療情報システム開発等普及委託費として予
算を措置し、平成 15 年度までにこれらの確立を
目指して所要の取組みを進めている。 
 

 
 

ｂ 病院内のチーム医療と同等な高レベルの処方チェッ
クを可能とすべく、ＩＴを活用した薬局機能の高度化
について検討し、所要の措置を講ずる。 
 

検討 検討 結 論 ･
措置 

 
○ 

（厚生労働省） 
平成 12 年からの２ヵ年事業「薬局管理標準化
検討事業」において、患者ごとの薬剤服用に関す
る記録である薬歴簿を、電子媒体により効率よく
管理できるモデル様式等についての「薬歴管理標
準化検討事業報告書」がまとめられ、周知を図っ
たところである。 
平成 14 年度からの２ヵ年事業「薬局機能評価
検討事業」において、薬局の機能を評価する仕組
みの導入に向けた検討を行っており、ＩＴの利用
についても、本報告書を参考としつつ、検討する
こととしている。 
 

 
 
 

⑱遠隔医療等の
医療分野のＩ
Ｔ化の推進 
（厚生労働省） 
 
 
 
 
 
 
 

ｃ 保険者におけるレセプトの保管について、電子媒体
での保管を認める方向で検討する。 
 

検討（結
論） 

措置   
◎ 

（厚生労働省） 
 レセプトの電子媒体保存についての通知を平成
15年3月7日付けで発出。 
【平成 15 年度厚生労働省保険局保険課長通知保
保発第0307002号】 
 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ａ 医療分野における個人情報保護に関して、「個人情報
保護基本法制に関する大綱」（平成12年10月11日情報通
信技術（ＩＴ）戦略本部個人情報保護法制化専門委員
会決定）の趣旨に沿って早急に検討し、所要の措置を
講ずる。 
【障害者に係る欠格事由の適正化を図るための医師法等
の一部を改正する法律（平成13年法律第87号）】 

一部措
置済（７
月） 

措置   
○ 

（省庁名） 
 被保険者等の個人情報の保護を徹底する旨の通
知を、健康保険組合及び都道府県知事宛て発出。 
【厚生労働省保険局長通知保発 1225003 及び

1225004号】 
 
 
 

 ⑲個人情報の保
護とデータの
科学的利活用
の在り方 
(厚生労働省) 
 
 
 
 
 
 

ｂ 疫学研究等について、医学全体の発展を通じた公衆
衛生の向上等の公益の実現を図る観点から、個人情報
の保護を図りながら、情報の適正な利活用を可能にす
る仕組みについて検討し、早急に整備する。 

結論 措置   
◎ 

（厚生労働省、文部科学省） 
「疫学研究に関する倫理指針」（平成14年文部
科学省・厚生労働省告示第２号）を策定し、平成
14年7月1日に施行したところ。 

 
 

 

⑳在宅医療に係
る規制・手続の
見直し 
（厚生労働省） 

訪問看護の中で使用される特定の衛生材料について、
患者の自己負担が生じることなく必要十分な量が提供さ
れるよう、例えば費用の請求の仕組みの見直しなど所要
の措置を講ずる。 

検討 措置   
◎ 

（厚生労働省） 
 訪問看護における患者の自己負担分の取扱いを
明確にするための通知を発出。 
【平成 15 年厚生労働省保険局医療課長通知保医
発第0331014号】 
 
 
 
 
 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

ａ 財産処分に関する手続など各種許認可手続に係る規
制緩和や、保険者間で共同事業が円滑に実施できるよう
にするなど、保険者の自立的な運営のため、一層の規制
緩和等の措置を講ずる。 
【平成14年厚生労働省保険局長通知保発第0322003号】 
【平成14年厚生労働省保険局保険課長通知保保発第
0322001号】 
【平成14年厚生労働省保険局保険課長通知保保発第
0329002号】 
【平成14年厚生労働省保険局保険課長通知保保発第
0329003号】 

逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
 健康保険組合の合併・事業所編入について、企
業グループの関係にある場合には合併・編入でき
るようにした。 
【平成 14 年厚生労働省保険局長通知保発第
0322003号】 
【平成 14 年厚生労働省保険局保険課長通知保保
発第0322001号】 
 健康保険組合が土地収用法等に基づき行政機関
等に財産の売却等を行う場合には、財産処分に係
る認可を不要とした。 
【平成 14 年厚生労働省保険局保険課長通知保保
発第0329002号】 
 不動産の時価評価について、比準方法による簡
便な時価評価方式でも差し支えないこととした。 
【平成 14 年厚生労働省保険局保険課長通知保保
発第0329003号】 
 

 21保険者の自主
的運営のため
の規制緩和等
の措置 
（厚生労働省） 
 
 
 
 

ｂ 保険者と民間企業が契約し、後者に健康保険組合の
事務処理を委託できるように検討し、所要の措置を講
ずる。 
 

検討 措置   
◎ 

（厚生労働省） 
 保険給付の決定や保険料の徴収などの公的医療
保険の運営上の根幹的な業務を外部委託すること
はできない。それ以外の業務につき外部委託が行
われているが、その際、課題となっていた被保険
者等の個人情報の保護について、「健康保険組合に
おける個人情報保護に関する遵守基準」を発出済
み。 
【平成 14 年厚生労働省保険局保険課長通知保保
発第1225001号】 

 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成 14年 3月 29日閣議決定）の決定内容  
実 施 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

  
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 

備 考 

22健康保険組合
の運営に係る
規制 
（厚生労働省） 
 

事業状況に関する報告については、報告項目の見直し
及び電子媒体の利用による報告方法を早急に検討し、そ
の効率化を図る。 

結論  措置  
－ 

（厚生労働省） 
平成15年4月から、電子媒体による報告を実施す
る予定。 

 

23健康保険組合
の診療報酬明
細書の保管期
間 
（厚生労働省） 

健康保険組合における診療報酬明細書の保管期間につ
いて、健康保険組合の事務負担の軽減等の観点から検討
し、結論を得る。 
【平成13年厚生労働省保険局保険課長通知保保発第19
号】 

措置済      

24健康保険の届
出事務 
（厚生労働省） 
 

健康保険の届出事務について、本社での一括適用を認
める。 
（第154回国会に関係法案提出） 

法案提
出 

法案成
立後公
布、措置
（10月
施行予
定） 

  
◎ 

（厚生労働省） 
 今回の健康保険法等の一部を改正する法律にお
いて、同一事業主の事業所については、厚生労働
大臣の承認を受けて一括適用をすることができる
こととした。（平成14年10月施行） 
【平成14年法律第102号】 

 

 

 



   

 イ 医療サービス 
規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

① Ｅ Ｂ Ｍ
（Evidence-ba
sed Medicine：
根拠に基づく
医療）の推進 
（厚生労働省） 
 
 

患者本位の医療サービスを実現するために、診療ガイ
ドラインの作成やデータベースの整備が必要であり、平
成15年度中にＥＢＭの提供体制を整備し、速やかにＥＢ
Ｍが広く一般的に行われるようにする。また、患者が自
ら診療内容等を理解し選択しやすくするためには、国民
用の診療ガイドラインを整備する。これらを公正で中立
な第三者機関が行うための環境整備を行う。 

逐次実施 
 
ＥＢＭの樹立（平成１5年度
目途） 
 
 
 
 

 
－ 

（厚生労働省） 
 平成13年度までに、優先10疾患について診療
ガイドラインを整備した。 
また、平成15年度までに、厚生労働省としては、
ＥＢＭが実践できるよう、インターネット等を利
用した質の高い情報を医療関係者等に提供する
ためのデータベースを整備することとしている。 
 保健医療技術情報普及支援検討会において、デ
ータベースの設置・運営主体について（財）日本
医療機能評価機構において行うことが望ましい
との結論を得たところ。 
 このため、平成 14年度厚生労働科学研究費補
助金として、情報提供データベースの構築のため
の予算として2.7億円を計上し、現在（財）日本
医療機能評価機構においてデータベースシステ
ムの開発や各種医学文献の収集等の取組を進め
ているところである。 
 

 

②情報開示とイ
ン フ ォ ー ム
ド・コンセント 
（厚生労働省、文
部科学省） 

インフォームド・コンセントの普及について、医療資
格者の養成システムの段階から教育プログラムに的確に
組み込む。また、その結果、医療におけるアカウンタビ
リティーが十分に果たされるよう、その普及・推進に関
する方策を検討し、所要の措置を講ずる。 
【平成13年文部科学省高等教育局医学教育課長通知13高
医教第1号】 
 

一部措
置済（４
月施行） 

検討･措
置 

  
○ 

（厚生労働省） 
 新医師臨床研修制度検討ワーキンググループ
において、臨床研修の具体的内容について検討し
ているところであり、その検討結果を受け、臨床
研修の到達目標に、インフォームド・コンセント
に関する事項を位置付ける予定。 
 臨床現場の医師が、根拠に基づく医療（ＥＢＭ）
を実践し、治療法の根拠を患者に明示することに
より、インフォームド・コンセントが促進される
よう、インターネット等を利用して、質の高い最

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

新医学情報を医療従事者等に提供するためのデ
ータベースを整備しているところである。（平成
14年度予算額 268百万円、平成 15年度予算額
265百万円） 
 特定機能病院について、安全の確保のための体
制整備の一環として、 
① 事故発生時の患者や家族への説明などの対
応状況を確認し、組織横断的に必要な指導を行う
「医療に係る安全管理を行う部門」の設置 
② 患者等からの苦情、相談に応じる患者相談窓
口の設置 
を義務づけた。（平成14年厚生労働省令第111号。
平成15年４月１日施行。） 
 また、平成 14年４月より医療に関する広告規
制の緩和に伴い、医療機関内に患者からの相談に
適切に応じる体制を確保した場合、その広告を可
能としたところである。 

③患者の意思決
定支援 
（厚生労働省） 

患者が医療機関を選ぶ際、また、インフォームドコン
セントの下治療方針を選ぶ際に役割が期待される各種第
三者機能（セカンドオピニオン提供者としての医療機関、
ＮＰＯ等）について、その支援等について検討するなど
患者の意思決定支援を促進する施策を検討し、所要の措
置を講ずる。 
 

検討 検討･措
置 

  
○ 

（厚生労働省） 
 個人の意思決定を支援する施策としてカルテ
等診療情報の提供の推進（参照：イ④患者情報の
開示）、昨年４月の広告規制の大幅な緩和（参照：
ウ②広告規制の緩和）、公的機関等による医療機
関情報の提供の促進や第三者評価の普及（参照：
ウ①医療機関に対する評価の充実）、ＥＢＭ（根
拠に基づく医療）の考え方に基づいた診療ガイド
ラインの整備（参照：イ①EBM（Evidence－based 
Medicine：根拠に基づく医療）の推進）とともに、
インターネット等を活用し質の高い最新医学情
報を医療従事者や国民に提供するためのデータ
ベースの整備によるインフォームドコンセント

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

の普及（参照：イ②情報公開とインフォームド・
コンセント）などを行っているところ。 
 セカンドオピニオンの推進としては、上記の広
告規制の緩和において、セカンドオピニオンの実
施に関する広告を可能としたところ。 
 
 

④患者情報の開
示 
（厚生労働省） 

カルテについて、患者プライバシーの保護を図りつつ、
患者の開示請求に基づく医師のカルテ開示を普及、定着
させるため、診療情報開示に関するルールの確立やガイ
ドラインの整備を行う。 
 

 措置   
○ 

（厚生労働省） 
 診療情報の開示については、平成 14年７月か
ら、「診療に関する情報提供等の在り方に関する
検討会」において検討しているところであり、で
きる限り早急に結論を取りまとめ、所要の措置を
講ずる。 
 
 

 
措置の実務
的な手続き
待ち。 

⑤医療提供者に
関する情報公
開 
（厚生労働省） 

医療機関の医療機能、業務内容、医師の専門分野、診
療実績などに関する客観的に比較可能な情報公開を促進
する。 
そのため、医療に関する各種情報のデータベース化、
ネットワーク化を行い、国民が容易に情報にアクセスで
きる環境の整備を実施する。 
【平成14年厚生労働省告示】 

逐次実施 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 

（厚生労働省） 
 医療機関の広告規制については、昨年４月から
医師の専門性、手術件数等を広告できるように大
幅に緩和したところであり、今後とも逐次緩和を
進めることとしている。 
【平成14年3月厚生労働省告示第158号】 
 （財）日本医療機能評価機構の個別具体的な審
査項目の結果については、昨年４月の広告規制の
緩和により広告可能とし、さらに昨年９月から、
認定病院の同意を得た上で、同財団のホームペー
ジ上で公開している。 
 
 
 
 

 
 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

ａ ゲノム医療に関する研究促進とそのための体制の確
保について積極的な方策を講ずる。 
 

検討･逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
ゲノム医療に関する研究促進については、ミレ
ニアムプロジェクトとして厚生労働科学研究費
補助金等により 2000年から継続的に実施してい
るところ。また、平成 13年度からは、一定額を
超える研究費に対し、間接経費を支給し、研究環
境の改善等の研究体制支援を引き続き実施して
いるところ。 
また、ゲノム科学等の成果を医薬品等の開発に
橋渡しをする基盤技術の研究開発拠点として、医
薬基盤技術研究施設の整備を進めているところ。 

 
 

 ⑥ゲノム医療の
積極的推進と
国内体制の充
実 
（厚生労働省） 
 
 
 
 
 

ｂ 治験について、治験コーディネーターの養成、治験
実施医療機関における治験実施体制の整備を促進する
とともに、医療機関における治験管理事務の代行組織
ＳＭＯ（Site Management Organization）の育成、被
験者及び治験実施医師等の治験 に関するインセンテ
ィブの在り方、治験実施医療機関の治験審査委員会の
機能強化に関する方策等について検討し、治験の質の
向上を含め、総合的な体制整備・推進策を講ずる。 
 

検討 検討（結論）･逐次
実施 

 
○ 

（厚生労働省） 
治験の総合的な体制整備・推進策については、 
・CRC養成研修（120名）の実施 
・治験施設整備事業による治験管理部門及び治験
専門外来の整備に対する補助の実施 
・平成14年11月の「ＳＭＯの利用に関する標準
指針策定検討会」の提言を受け、今後、ＳＭＯ
の法的位置づけを明確にするなどの措置を検
討 
・治験適正推進事業による治験実施医師等を対象
にした研修会の実施 
・治験推進ネットワークモデル事業による治験審
査委員会の役割の検証などにより施策を推進
しているところ。 

 
 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

⑦遺伝子治療等
の新技術 
（厚生労働省） 

遺伝子治療等の新技術について、十分かつ適切な情報
が提供された上で、本人の自己責任において治療方法と
して選択される場合、より迅速に治療が実施できるよう
科学的・倫理的な側面からの専門家による審議を踏まえ、
引き続き検討し、所要の措置を講ずる。 
【平成14年厚生労働省告示】 

措置済      

ａ 大学卒業前における医師の養成過程において、医学的
な知識・技能の取得と併せて、学生の適性を考慮した厳
格な評価や、患者のＱＯＬを重視する姿勢等に関する教
育の充実を促進する。 
【平成13年文部科学省高等教育局医学教育課長通知13高
医教第1号】 
 
 

逐次実施 
  

 
－ 

（文部科学省） 
 

 
 

⑧医学教育と卒
後臨床研修に
よる臨床能力
の充実・向上 
（文部科学省） 
 
 
（厚生労働省、文
部科学省） 
 
 

ｂ 臨床能力の充実・向上の観点から、卒業直後の臨床
研修について、本来の目的である幅広い臨床の基本的
な能力の習得を可能とすべく、その在り方について引
き続き検討する。 
 

検討 検討 検討（結
論） 

 
○ 

（厚生労働省） 
 平成 16年度からの医師の卒後臨床研修の必修
化に向け、新医師臨床研修制度検討ワーキンググ
ループにおいて、臨床研修の具体的内容について
検討しているところである。 
 
（文部科学省） 
 全国医学部長病院長会議の「卒後臨床研修のあ
り方について」の提言を踏まえ、各大学における
卒後臨床研修必修化に向けた取り組みを促して
いる。 
 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

（文部科学省） 
 
 
 
 
 

ｃ 大学における診療科については、本来の大学の目的
である教育研究・診療に徹するとともに、診療科と研
修生、各医療機関との独立性、透明性を確保する方策
を検討する。 
 

検討 検討 検討（結
論） 

 
○ 

（文部科学省） 
平成14年3月に取りまとめられたマネジメント
改革に関する提言を踏まえ、各大学病院と十分に
連携しながら教育、研究及び診療の体制全体の見
直しに取り組んでいる。 

 
 

⑨医療従事者の
質の確保 
（厚生労働省） 
 
 
 
 

医療従事者個々の専門性に応じて必要な最新の知識及
び技能を修得できるような環境の整備を行う。その方策
の一つとして、平成16年度からの医師の臨床研修化に向
けた臨床研修制度の改革や生涯教育の充実、研究の促進
とその成果の普及などにより、資格取得後の医療従事者
の質の確保を図る。 

速やか
に検討
開始 

検討 結論  
○ 

（厚生労働省） 
 平成 16年度からの医師の卒後臨床研修の必修
化に向け、新医師臨床研修制度検討ワーキンググ
ループにおいて、臨床研修の具体的内容について
検討しているところである。 
 救急医療に対応できる専門医や看護師の養成
確保、救急救命士の知識・技術の向上を目的とし
た研修を実施。（平成14年度予算額9百万円、平
成15年度予算額9百万円） 
 看護職員について、①指導的立場に立つ熟練し
た看護職員、②実務経験５年以上の中堅看護職
員、③新人看護職員に分類し、各々の段階に応じ
た研修を実施し、体系的な資質の向上を推進する
ため、「看護職員臨床技能向上推進事業」を平成
15年度から実施。（平成15年度予算額330百万
円） 
① がん化学療法看護等特定の看護分野にお
いて、熟練した知識・技術を用いた水準の高い
看護を実践できる専門性の高い看護師の育成 
② 実務経験5年以上の中堅看護職員の専門領
域（精神科看護、がん、心筋梗塞等）の実務的
な知識・技術の向上 
③ 新人看護職員の臨床現場における基本的
な技術・知識の修得についての検討 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

       根拠に基づく医療（ＥＢＭ）が実践できるよう、
インターネット等を利用して、質の高い最新医学
情報を医療従事者等に提供するためのデータベ
ースを整備しているところである。（平成14年度
予算額268百万円、平成15年度予算額265百万
円） 

 

ａ 研修期間中は特定の医局（出身大学の医局）に入局
せずに研修を行う方策、医師の客観的な評価が可能と
なる方策、広域で研修にかかる医師と病院をマッチン
グさせる方策などを講ずる。 
 
 

速やか
に検討
開始 

検討 結論  
○ 

（厚生労働省） 
 平成 16年度からの医師の卒後臨床研修の必修
化に向け、新医師臨床研修制度検討ワーキンググ
ループにおいて、研修医と研修施設とのマッチン
グ等臨床研修の具体的内容について検討してい
る。 

 ⑩医師等の教育
改革 
（厚生労働省） 
 
 
 
 
 
 

ｂ 安全で質の高い医療サービスの確保及び医師の保護
の観点から、研修医の働く環境や安全管理の問題につ
いて早急に検討し対策を講ずる。 
 
 

早急に
検討 

結論 措置  
○ 

（厚生労働省） 
研修医の働く環境や安全管理の問題について
は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研
修に関する省令（平成 14年厚生労働省令第 158
号）において、臨床研修指定病院の指定基準に、
「研修医に対する適切な処遇を確保しているこ
と」及び「医療に関する安全管理のための体制を
確保していること」について規定したところであ
り、平成 15年度中に詳細の結論を得て、所要の
措置を講ずる。 

 

⑪チーム医療の
確立 
（厚生労働省、文
部科学省） 
 
 
 
 

チーム医療の確立のため、責任体制の確立、各医療機
関の資質向上、養成過程の段階からのチーム医療に関す
る研修の実施、院内の管理システムの確立、チーム医療
を促進する診療報酬のより適切な評価等、総合的な施策
について早急に検討し、所要の措置を講ずる。 
【平成13年文部科学省高等教育局医学教育課長通知13高
医教第1号】 

一部措
置済（４
月施行） 

措置   
○ 

（厚生労働省） 
 平成 16年度からの医師の卒後臨床研修の必修
化に向け、新医師臨床研修制度検討ワーキンググ
ループにおいて、チーム医療の取扱い等臨床研修
の具体的内容について検討しているところであ
り、平成 15年度中に結論を得て、所要の措置を
講ずる予定。 
 病院及び病床を有する診療所について、安全の

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

確保のための体制整備の一環として、当該医療機
関の職員に対して、チームの一員としての意識の
向上等を図る「医療に係る安全管理のための職員
研修」の年２回程度の開催を義務付けた。（平成
14年厚生労働省令第111号。平成14年10月１
日施行。平成 14年厚生労働省医政局長医政発第
0830001号） 
 平成 14年度診療報酬改定において、緩和ケア
診療加算を新設し、チーム医療に対する評価を充
実した。（平成14年4月1日施行） 
 

⑫医療分野従事
者の派遣 
（厚生労働省） 
 
 

医療分野に従事する専門的な人材の効率的な配置によ
る良質で効率的な医療供給体制を構築するため、医療関
連業務の従事者の派遣に関する規制の見直しを検討し、
結論を得る。 

結論 措置   
○ 

（厚生労働省） 
 医療分野の労働者派遣規制については、労働政
策審議会職業安定分科会民間労働力需給制度部
会において検討を進め、昨年 12月の報告書を踏
まえ、社会福祉施設等における医療関連業務の労
働者派遣を解禁する政令改正を行った 
【平成15年３月政令第120号】 

 

⑬訪問看護師の
業務の標準的
作業手順等 
（厚生労働省） 

看護師の業務内容に関し、訪問看護の現場における業
務の安全性や効率性等を確保する観点から、訪問看護師
の行う業務の標準的作業手順等について検討を行い、所
要の措置を講ずる。 
 

検討 措置   
◎ 

（厚生労働省） 
昨年度までに策定した 14 種類の医療処置ごと
のプロトコール及び「訪問看護職員が行う医療処
置管理看護の標準化およびその普及に関する研
究」について都道府県、関係団体等に周知を図る
とともに、平成14 年 5 月に設置した「新たな看
護のあり方に関する検討会」において、プロトコ
ールの普及及び新たな開発等を含めた訪問看護
の推進方策について報告書の取りまとめを行い、
都道府県、関係団体等に周知を図った。 
【平成15 年 3 月厚生労働省医政局看護課長通知
医政看発第0325001号】 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期 

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

  
 

備 考 

⑭医薬品販売に
関する規制緩
和 
（厚生労働省） 

医薬品について、平成11年３月31日に行った15製品群
の医薬部外品への移行の実施状況を踏まえ、一定の基準
（例えば、発売後、長期間経過しその間に副作用などの
事故がほとんど認められないもの、など）に合致し、か
つ保健衛生上比較的危険が少ないと専門家等の評価を得
たものについて、一般小売店で販売できるよう、見直し
を引き続き行う。 
 

 逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
医薬品について平成 11年 3月 31日に行った

15製品群の医薬部外品への移行に伴い、コンビニ
エンスストアなどの一般小売店において栄養ド
リンク剤などの販売が可能となった。 
同様に、一定の基準に合致し、かつ保健衛生上
比較的危険が少ない等の専門家の評価を受けた
医薬品については、医薬部外品に移行し、一般小
売店において販売できるよう、平成15年3月18
日に第１回「新指定医薬部外品検討会」を開催し、
専門家による検討を開始した。 

 

 

 



   

ウ 医療機関 
規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 

実 施 予 定 時 期  
事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 
備 考 

①医療機関に対
する評価の充
実 
（厚生労働省、文
部科学省、総務
省） 
 

現在、評価を受けている病院は全体の６％程度と少な
く、まずは国公立病院、特定機能病院、臨床研修病院等
について積極的な受審を促進するとともに、これらの医
療機関に対しては、評価結果、評価内容の公開をするよ
うに措置する。 

 措置   
◎ 

（厚生労働省） 
 平成14年4月1日から評価項目体系が改定さ
れ、医療事故防止に向けた努力や診療・看護のプ
ロセスの評価など新たな評価の視点や対象を付
加した新評価項目体系が適用されている。 
 平成14年4月1日から広告規制の大幅な緩和
が行われ、医療機能評価の個別具体的な審査項目
の結果についても医療機関が広告できることと
された。 
 病院機能評価の結果については、平成 14 年 9
月から、認定病院の同意を得た上で、（財）日本
医療機能評価機構のホームページ上で公開して
いる。 
 （財）日本医療機能評価機構による病院機能評
価の受審目標を平成 18年度末までに 2,000病院
と定め、目標達成のためにサーベイヤー養成事業
への補助などの支援を行っている。 
 本年４月に、緩和ケア診療報酬加算、緩和ケア
病棟入院料、外来化学療法加算について、（財）
日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を
受けていることを要件とした診療報酬上の措置
が講じられた。 
特定機能病院、国立病院等について医療機能評
価の受審等が図られるよう通知を発出。 
【平成 15年 3月厚生労働省医政局総務課長通知
医政総発第 0331001 号、厚生労働省医政局指
導課長通知医政指発第0331003号】 
臨床研修病院について、（財）日本医療機能評

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期  

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 
備 考 

価機構等による評価を受けるとともに、その結果
を公表することを促す通知を発出。 
【平成 15年 3月厚生労働省医政局長通知医政発
第0324010号】 
 国立病院においては、平成 13年度に作成した
「国立病院・療養所における医療サービスの質の
向上に関する指針」において「すべての国立病院
等で実施する必要がある」とし、受審を促してい
るところである。 
 
（総務省） 
 自治体病院に対する受審及び評価内容の公開
について、「全国都道府県財政課長・市町村担当
課長合同会議」（平成15年1月21日開催）、「全
国都道府県・指定都市公営企業管理者会議」（平
成15年1月22日開催）等において口頭により周
知を行った。 
 自治体病院に対し、医療機能評価の受診等が図
られるよう通知を発出した。（平成15年3月） 
（文部科学省） 
平成 14年 3月に取りまとめられたマネジメン
ト改革に関する提言を踏まえ、国立大学医学部附
属病院長会議等の機会を捉えて、医療の質を向上
させるためにも、外部評価の導入を推進するとと
もに積極的な公開をするよう求めてきた。 
国立大学附属病院に対して、外部評価の導入を
促すとともに、評価結果、評価内容が公開される
よう促す通知を発出した。 
【平成15年3月18日付け文部科学省高等教育局
医学教育課長通知14高医教第53号】 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期  

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 
備 考 

②広告規制の緩
和 
（厚生労働省） 

患者の選択が尊重される患者本位の医療サービスの実
現のために、現在の広告規制を見直し、将来のネガティ
ブリスト化を視野に入れつつ、当面は、現在広告が許さ
れている内容・範囲の大幅な拡大を図るとともに（ポジ
ティブリストの積極的拡大）、関係者の要望にもかかわら
ずポジティブリストへの掲載が困難な場合の説明責任を
明確にする。 
【平成14年3月厚生労働省告示】 

公布 一部措
置 
(告示は
4月施行
予定) 
将来の
ネガテ
ィブリ
スト化
を視野
に入れ
た検討 
 

  
○ 

（厚生労働省） 
 医療機関の広告規制については、昨年４月から
医師の専門性、手術件数等を広告できるように大
幅に緩和したところである。 
また、今後の広告規制の改正の際には、広く国
民の意見を募集した上で、採用できない意見につ
いてはその理由を公表する方針を明記した通知
を平成14年４月に発出した。 
【平成14年3月厚生労働省告示第158号】 
【平成 14年 4月厚生労働省医政局長通知医政発
0401012号】 
 ネガティブリスト化については、構造改革特区
第２次提案における議論の中で、以下のように検
討した。 
ネガティブリストによる規制とした場合、不当な
広告による健康被害を防止するためには広告す
ることが適当でない事項を網羅的に列挙するこ
とが必要となるが、それでは日々進歩する医療技
術に対応することは困難である。現行のポジティ
ブリストによる規制であれば、不当な広告による
健康被害の防止という目的を確実に達成するこ
とが可能である。 
現行のポジティブリストによる規制を前提と
しつつ、客観的に検証可能な事項については、今
後とも逐次緩和を進めることとしている。 

 
 
 
 
 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期  

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 
備 考 

③参入規制の緩
和 
（厚生労働省） 
 
 
 
 
 

平成12年11月成立の改正医療法においては、都道府県
知事は医療機関の新規参入を促す方策として、病床数の
増加等の許可を受けた後、正当な理由がなく業務を開始
しない際の許可取消し、正当な理由がなく休止している
際の開設許可等の取消しを可能とするとされており、こ
れらの制度が適切に運用されるよう都道府県に対する情
報提供・技術的助言等に努める。 
 

適宜実施  
－ 

（厚生労働省） 
 病床数の増加の許可を得たにもかかわらず、正
当な理由なく業務を開始しない際の許可の取消、
又は、休止した後正当な理由なく業務を再会しな
い際の許可の取消制度（平成 12年改正医療法に
おいて制度創設）について、適切に運用されるよ
う、適宜、都道府県に対し情報提供や技術的助言
等を行っているところ。 

 

④医療機関経営
に関する規制
の見直し 
（厚生労働省） 
 
 

直接金融市場からの調達などによる医療機関の資金調
達の多様化や企業経営ノウハウの導入などを含め経営の
近代化、効率化を図るため、利用者本位の医療サービス
の向上を図っていくことが必要である。このため、今後、
民間企業経営方式などを含めた医療機関経営の在り方を
検討する。 

検討 検討   
○ 

（厚生労働省） 
 一昨年 10月に設置した「これからの医業経営
の在り方に関する検討会」において、資金調達手
段の多様化や企業経営ノウハウの導入など医業
経営の近代化・効率化のための方策について引き
続き検討し、平成 15年 3月に「これからの医業
経営の在り方に関する検討会」最終報告におい
て、公益性の高い特別・特定医療法人の普及に向
けた要件緩和、資金調達の多様化、新たな病院会
計準則の制定など医療法人を始めとする医業経
営の近代化、効率化に向けた具体的な提言を取り
まとめた。 

 
 

⑤理事長要件の
見直し 
（厚生労働省） 

病院経営と医療管理とを分離して医療機関運営のマネ
ジメントを行い、その運営の効率化を促進する道を開く
ため、平成14年度のできるだけ早い時期に、合理的な欠
格事由のある場合を除き、理事長要件を原則として廃止
する。 
【平成14年厚生労働省医政局長通知 医政発第
0401017号】 
 

 措置（で
きるだ
け早い
時期） 

  
◎ 

（厚生労働省） 
 合理的な欠格事由のある場合を除き、理事長要
件を原則として廃止するとの方針に従い、都道府
県知事が個々のケースについて、候補者の経歴等
を審査の上、適正かつ安定的な法人運営を損なう
恐れがない場合には認可を行うなど、運用基準の
抜本的な改正を行う通知を平成14年4月1日に
発出した。 
 

 
 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期  

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 
備 考 

⑥医療機関の機
能分化 
（厚生労働省） 

医療機関相互の適切な機能分担及びかかりつけ医の支
援を通じての地域医療の確保のため、地域医療支援病院
の承認要件について、「地域医療支援病院紹介率」を含め、
紹介制の普及・定着状況等の実態に照らして、その在り
方を見直す。 

検討 検討   
○ 

（厚生労働省） 
地域医療支援病院制度については、診療報酬に
おける評価や、補助金による支援を通じて、その
普及・定着を進めているところであり、近年、地
域医療支援病院の承認件数は増加傾向にある。 
地域医療支援病院の承認要件については、普
及・定着状況や構造改革特区等各方面からの意見
等を十分踏まえた上で、紹介率について、平成15
年度中にその算定方法を見直すこととしている。 

 

⑦包括払い・定額
払い制度の拡
大 
（厚生労働省） 

現在、我が国の診療報酬体系は出来高払いが中心とな
っているが、コストインセンティブが働きにくく過剰診
療を招きやすいといった弊害が指摘されている。一方、
包括払い・定額払い方式については粗診粗療を招きやす
いといった弊害が指摘されるものの、医療内容が標準化
され、在院日数の短縮やコストの削減など、効率的な医
療サービスを提供するインセンティブが働くとともに、
医療機関ごとの医療費の格差の縮小が期待される。また、
診断群ごとの診療が標準化され、質のばらつきを少なく
することを通じてコストを削減することは、医療費の画
一的な削減と大きく異なる点である。こうした点に留意
し、医療の標準化、情報公開を推進しつつ、傷病の分類
方式、対象分野、対象施設要件など、具体的内容、時期
を定め検討し、包括払い・定額払い方式（診断群別定額
報酬支払い方式など）の対象医療機関などの拡大を平成
13年度から計画を明示して、段階的に進める。 

段階的に実施  
－ 

（厚生労働省） 
 特定機能病院等については、平成 15年４月か
ら医療機関別包括評価を実施する予定。 
 

 



   

規制改革推進３か年計画（改定）（平成14年3月29日閣議決定）の決定内容 
実 施 予 定 時 期  

事  項  名 措   置   内   容 平成13年

度 

平成14年

度 

平成15年

度 

 
 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
 
備 考 

⑧人員配置基準
の在り方 
（厚生労働省） 

医療法の定める人員配置基準について、充足率の低い
地域に関しては、充足率の改善のための施策を推進し、
人員配置基準が全国の最低の基準として守られるよう努
める。 
 

逐次実施  
－ 

（厚生労働省） 
 人員配置基準が守られるよう、引き続き医療機
関に対する立入検査を行っているところ。 

 

 


